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園生活におけるマスク着用の考え方及び取扱いについて 

 

 このことについて、厚生労働省から「就学前の子どもには、マスクは原則不要」と示

されました。また、これから気温・湿度が高くなるため、熱中症のリスクが高まること

やマスク着用が長期化する中で、表情が見えにくくなることによる小児の発達への影響

が懸念されています。 

こうしたことを踏まえ、下記のとおり今後は園生活において、原則マスクを外す対応

とさせていただきます。なお、体調が悪い場合や家庭内で発熱者がいる場合は登園を控

えていただきますよう、ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ マスク着用の感染症対策上の位置づけ 

  国の基本的対処方針のとおり、基本的な感染症対策としてのマスク着用の位置づけ

は、これまでと変わりありません。園内に感染者が生じている場合など、園長が必

要と判断した場合にはマスク着用を推奨する場合があります。 

２ 園児について 

  園児については、屋内外に限らず、マスク着用は原則不要とします。登降園の際も

マスク着用は原則不要です。ただし、マスク着用を推奨する場合がありますので、

常にマスクを持参していただきます。 

３ 保護者について 

  保護者については、送迎・行事等で園内に入る際は、マスク着用をお願いします。 

４ 職員について 

  園児と日々、生活を共にする保育教諭等については、表情豊かに保育できるよう、

場面に応じてマスクを外させていただきます。 

５ 留意点 

  ○本人の意に反して、マスクの着脱を無理強いすることのないようにします。 

  ○マスクを着用する、しないによって差別やトラブル等が起きることのないよう、

十分に配慮、指導します。 

  ○うがい手洗い、換気等、その他の感染予防対策は引き続き、入念に行ってまいり

ます。 
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